
「分権型教育行政」とは・・？

大阪市では、区長を「区担当教育次長」に位置づけ、地域に身近な区が教育委員会とともに、保護
者・区民等の声をくみ取りながら教育行政を進めており、この仕組みを「分権型教育行政」といいます。
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「分権型教育行政による城東区の取組」とは？

ア 区担当教育次長執行枠を活用した区独自事業

大阪市では、区担当教育次長が教育委員会事務局の予算（校長経営戦略支援予算 区担当教育
次長執行枠）を使い、区の実情に応じた教育事業を行っています。
城東区では、区内の市立小中学校の課題の解決に向けて、「不登校児童生徒の支援」「基礎学

力の向上と学習習慣の定着」「小学生の体力向上」に重点的に取り組んでいます。

城東区の取組（教育委員会事務局の予算で行うもの）
●不登校児童生徒の支援

区内の不登校児童生徒を対象に、学習支援など、個々の生徒の実情に応じた支援の実施

● 小学校時間外学習会支援
学習会開催のニーズがあり、条件が整った小学校での時間外学習会の実施

● 民間事業者を活用した中学校時間外学習会
中学校等の場所での塾代助成制度を活用した区内中学生対象の学習会「JOTO塾」の実施

● 小学生体力向上推進事業

区の歴史にゆかりのある相撲の取組や、プロスポーツ選手などに技術的なアドバイスを
受ける取組の企画・実施 ２



イ 区役所予算を活用した区独自事業
城東区では、区役所の予算で次のような事業を行っています。

城東区の取組（区役所の予算で行うもの）
● 発達障がいサポート事業

小中学校に発達障がいサポーターを配置し、発達障がいの児童・生徒に対して、遠足や社会見
学、部活動などの課外活動時のサポートを行っています。

● 城東区歴史冊子の配布
子どもたちがより一層、自分たちのまちを知り愛着を持ってもらえるよう、地域学習を行う小
学校3年生を対象に、城東区の歴史をわかりやすく説明した冊子を配布しています。

● ミニ・マラソン大会・小学校駅伝大会
城北川遊歩道をコースとしたミニマラソン大会及び小学校対抗駅伝大会を行っています。

● 城東区吹奏楽フェスティバル
区内の市立、私立の中学校・高等学校の吹奏楽部が一堂に会し、日ごろの練習の成果を披露す
るとともに、相互に演奏を聴き、交流することで教育的効果を高めています。

● 吹奏楽部への練習会場支援
市立中学校吹奏楽部を対象に、防音などの環境が整った練習会場を提供し、校内で日ごろ十分
にできない音合わせなどの練習環境を支援しています。

● 運動遊具の貸出し
小学校で休み時間等で使うことができる運動遊具の貸出しを行っています。

● 区表彰制度
児童・生徒が全国大会出場レベルの成績・功績を修めた際に、表彰を行っています。 ３



ウ 学校協議会の運営の補佐

・ 市内すべての市立の学校に学校協議会が置かれています。
・ 区役所は、事務局を担う学校から開催日時の連絡を受け、区長をはじめ職員が会議に
立ち会うなど運営状況の把握や、実施報告書の確認を行っています。

エ 区教育行政連絡会

オ 保護者・区民等の参画のための会議

・ 区長と区内小学校長・中学校長との情報共有・意見交換の場です。
・ 小学校と中学校合同で実施している区もありますが、城東区では小学校、中学校のそれ
ぞれで連絡会を実施しています。

・ 区内における教育に関する課題やニーズ、意見などを聴取する会議です。
・ 城東区では「城東区教育会議」を開催し、保護者・地域の方々に参画いただいています。
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５

カ 地域の人材活用等にかかる支援

（人材バンク、広報紙の活用による人材募集等）

● 区の広報誌やホームページを活用した人材募集
区の広報誌「ふれあい城東」において、定期的にボランティア募集の記事を掲載しています。

キ 防災、減災に関する学校との情報共有、連携した取組

● 防災・減災教育（訓練）の支援
各校の方針等に沿った防災・減災教育（訓練）の支援を行います。
また、区役所・地域・学校の連携が図ることができるよう情報共有を行います。



６

ク 校長経営戦略支援予算を活用した学校独自の取組

学校長

学 校
学校協議会

委 員 意 見

運営に関する
計画

策 定

目標達成校長経営戦略支援予算
を活用した学校独自の
取組 などの進捗

進捗管理、評価

コ 地震、事件、事故等が起こった場合の危機管理への対応

ケ 学校協議会による運営に関する計画の策定・進捗管理

・ 毎年、学校長は学校協議会の意見を聴き、学校の「運営に関する計画」を定めます。
・「運営に関する計画」の目標達成に向け、学校長は教育委員会の予算である「校長経営戦略支援予算」
を活用した学校独自の取組を進めます。
・ 学校協議会は、計画の進捗管理を行い、学校関係者評価を行います。

・青色防犯パトロールカーや自転車による巡回を日々行っています。
また、事件事故や不審者等の情報があれば、随時、重点的なパトロールを行っています。


